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○欠 席 委 員   (2 名) 

13 番 吉 田  利 幸       25 番 重 清  佳 之 

           ─────────────────────────  

○事務局出席職員職氏名 

    議会事務局長       佐 藤  博 之 

議会事務局次長兼総務課長 村 上  元 伸
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○説明のため出席した者の職氏名 

広域連合委員（広域環境保全担当）            三日月  大 造  

広域環境保全局長                    廣 脇  正 樹 
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広域環境保全局参与（和歌山県）             福 田  良 輔 

広域環境保全局参与（徳島県）              篠 原    敬 

広域環境保全局参与（京都市）              三 宅  英 知 

広域環境保全局参与（大阪市）              高 野  修 一 

広域環境保全局参与（堺市）               酒 井    隆 
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          ───────────────────────── 

       午後１時30分開会 

○委員長（村井 弘）  これより、関西広域連合議会、産業環境常任委員会を開会いた

します。 

 本日の調査事件は、広域環境保全の推進についてであります。 

 本日は質疑を含め、15時30分を目途といたします。 

 理事者側の出席者につきましては、お手元に名簿を配付しておりますので、ごらんおき

願います。 

 それでは、広域環境保全の推進を議題といたします。 

 最初に、三日月広域連合委員から一言ご挨拶願います。 

 三日月連合委員。 

○広域連合委員（広域環境保全担当）（三日月大造）  皆さん、こんにちは。広域環境

保全を担当いたしております滋賀県知事の三日月大造です。本日はようこそ滋賀県にお越

しくださいました。ありがとうございます。心から歓迎を申し上げます。 

 また、日ごろから議員の皆様方におかれましては、各地の振興のために、また、広域連

合の諸施策の推進充実のためにご貢献、ご尽力をいただいております。心から敬意を表し

感謝を申し上げたいと存じます。 

 ９月に入りまして、きょうもそうですけれども、随分過ごしやすい日となりました。た

だ、ことしの夏も台風また豪雨等々、各地で自然災害、猛威をふるうこととなり、広島を

はじめ各地で被害に遭われた方々も大勢いらっしゃいます。心からお見舞いを申し上げま

すとともに、復旧対策に向け、また災害に負けない地域づくり、関西広域連合づくりのた

めに、ともに尽力をしてまいりたいというふうに思っております。 

 特に私ども広域環境保全局で担当いたしております温暖化対策、いろいろと異常気象も

指摘される中で温暖化対策は、待ったなしの状況であるというふうに考えておりますので、

皆様とともに議論を重ね、施策を前に進めてまいりたいというふうに思っております。 

 関西広域連合では、今年度から第２期広域計画の計画期間が始まっております。また、

平成28年度までを計画期間といたします広域環境保全計画というものも今年度から後半の

第Ⅱフェーズに入っております。 

 これらを受けまして、先般の議会でも話題にしていただきましたが、広域環境保全局で

は再生可能エネルギーの導入促進についての検討や情報発信、さらにはカワウ、ニホンジ

カ等の食害に対する広域的な鳥獣害対策など幾つかの新たな事業にも着手をいたしており

ます。また、廃棄物の抑制に向けました循環型社会づくりでありますとか、これからの関

西を支える環境人材の育成といった分野においても新たな展開を始めております。本日は、

そういう全体概要とあわせまして特に大きな柱であります低炭素社会づくりの推進という
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ものと自然共生型社会づくりの推進という、この２点につきまして説明をさせていただき

とう存じます。 

 この関西は、それぞれ特徴を持った多様な都市と、そして農山漁村というものが近い距

離の中で、小さい面積の中で近接するというところが特徴でもあり、また強みでもあると

思います。戦後は、地方から都市へ、労働力もまた、職も提供するということでもありま

したけれども、近年、都市と農山漁村との役割、こういうものの見直しというものも指摘

されているところでございまして、ぜひこの関西の強みを生かしながら関西の弱点を克服

していく、そういうことのために皆様とともに議論、努力を積み重ねてまいりたいという

ふうに思いますし、特に関西エコスタイルということで、いち早くそういうエコな取り組

みにも先進的に取り組むなど、関西の進取の気性というものも大切にしながら施策の議論

を進めていければというふうにも考えております。 

 どうか、議会議員、常任委員会の皆様方におかれましては、今後ともご指導、ご鞭撻賜

りますことをお願い申し上げまして、冒頭、簡単ではありますけれども、挨拶とさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（村井 弘）  ありがとうございました。 

 それでは、広域環境保全の推進のうち、（１）広域環境保全の取組の概要について及び

（２）低炭素社会づくりの推進について広域環境保全局から説明をお願いいたします。 

 廣脇広域環境保全局長。 

○広域環境保全局長（廣脇正樹）  広域環境保全局長をことしの４月から務めておりま

す廣脇と申します、滋賀県の琵琶湖環境部の次長をしております。本日はどうも遠いとこ

ろありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、座りまして失礼させていただきます。 

 お手元にございます資料の調査事件の（１）広域環境保全の取組の概要についてという

パワーポイントの打ち出しをごらんいただきたいと存じます。 

 ここでは、全体といたしまして広域環境保全計画、平成24年３月に策定いたしたもので

ございますけれども、これの概要につきましてご説明申し上げます。なお、特に先ほど知

事も申し上げましたように、ことしから第Ⅱフェーズに入るということでございますけれ

ども、本日は第Ⅰフェーズで特に取り組んでまいりました低炭素社会づくりの推進、それ

から自然共生型社会づくりの推進につきまして、また個別に詳しくご説明をさせていただ

く予定としております。 

 まず、パワーポイントの上の表１ページ、右下のところにページがございますけれども、

１ページでございます。広域環境保全の取組の概要についてということでございますが、

先ほど知事の挨拶にもございましたように、関西は環境面でざまざまな特徴があるという

ことでございます。都市と農村、自然が適度に分散し、それぞれが比較的近接していると

いうことで、都市と自然が非常に近いという特徴がございます。徳島を中心といたしまし

た瀬戸内海、あるいは琵琶湖、そういうものが都市と近接しておりますし、また紀伊、丹

波、鈴鹿など山々などが近接しておりまして、そういう中でいかに環境と自然にかかわっ

ていくかというところが大きな課題にもなり、また特徴にもなるところだということでご

ざいます。 

 その中で、２番目でございますけれども、人口が2,000万人、それから日本全体の
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15.8％程度を占めておりまして、そのうち８割が琵琶湖、淀川流域圏、つまり琵琶湖から

京都、大阪、兵庫、これを流れております琵琶湖流域圏の大都市区域いわゆる京阪神に８

割が生活しておられるということでございます。 

 それから３番目、多様性と厚みを備えた歴史・文化がということで、その自然あるいは

人と絡みまして、奈良、京都をはじめとしますさまざまな歴史・文化そういうものも一緒

に存在をしているということで、それが自然の中で生物多様性も深くかかわっているとい

う特徴がございます。 

 ４番目に、太陽電池工場や水処理プラントなどと書いてございますけれども、環境関連

産業が集積をしております。特に電池関係、後でも電気自動車の話が出てまいりますけれ

ども、リチウム電池の生産では全国の82％、それから太陽光電池では77％というのを関西

が占めているということで、大変環境関連の産業が集積している、こういう強みもあると

いうことでございます。 

 また、大学研究機関が集積し、ＮＰＯや市民団体による環境保全活動の先進地というこ

とでございます。これはご承知のとおり京都議定書あるいは水フォーラムなどを中心とし

まして、関西では、さまざまなこういう大きな行事が行われる際に、たくさんのＮＰＯの

方が参加をされております。我が滋賀県の琵琶湖でも17万人の方がびわ湖の日には一斉清

掃されるというようなこともありますように、各地域で昔からたくさんＮＰＯ活動など、

盛んなところでございます。こういう強みを生かしていきたいということでございます。 

 こういうことを踏まえまして、２番目の資料でございますけれども、平成24年３月に広

域環境保全計画というものを策定してございます。計画の趣旨といたしまして、ここに書

いてございますように、「様々な主体とともに、環境先進地域「関西」を目指す」という

ことでございます。 

 先ほど知事のご挨拶にもございましたように、かねてから関西エコスタイルでございま

すとか先進的に取り組んできた、その強みを生かして引き続き日本をリードする環境先進

地域を目指したいということで、平成24年度から平成28年度までの５年間の計画を立てて

ございます。 

 その下にございますように、目指すべき姿として、五つ挙げてございます。 

 暮らしも産業も元気な低炭素社会ということで、低炭素あるいは省エネルギー、それか

ら先ほど出てまいりました環境産業などが成長して、経済活動に活力を見られながら一方

で温暖化効果ガスの排出が少ない暮らしや産業が定着している姿というのを求めていきた

いという点でございます。 

 ２番目が生物多様性の恵みを身近に感じる自然共生型社会ということで、先ほど申しま

したように、琵琶湖から大阪湾まで中心としまして、森、川、海のつながりを重視して、

府県域を超えた広域における生物多様性というものを保全、確保していきたいということ

でございます。 

 ３番目が、すべてのものを資源と考える循環型社会ということで、効率的な資源循環、

リサイクル率の向上などを図りまして、都市と農村部での循環の輪が築かれている、ある

いは地域内での循環の輪が築かれている、そういう社会を目指したいということでござい

ます。 

 最後に、これらを全て支えるもの人、ということで４番目の安全・安心で歴史と文化の
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魅力あるまちということで、人や自然が共生していく、そういう中で安全で快適で安心な

暮らしが確保されていることを目指したいというのが４番目でございます。 

 最後が、それらを支えるのが全て人であるということで、環境先進地域「関西」づくり

を担う人材が育っている、そういうところを目指したい。この五つの将来像を掲げまして、

2030年、平成42年ごろというのが一応この将来像の目標と掲げまして、目標を「地球環境

問題に対応し、持続可能な社会を実現する関西」ということで掲げてございます。 

 こういう目標のもとに、３ページでございますけれども、これまでから取り組みを進め

てまいりました。関西広域連合の強み、いわゆる関西広域連合として都道府県にできない

ことあるいは国にできないことをやっていくという観点から、施策につきましては上にご

ざいます三つの視点から関係府県で検討をいたしまして、選んでいるところでございます。 

 １番目が、関西広域連合で取り組むことによって、スケールメリットが活かせることを

やろうということでございます。これは、例えば一緒にやることで効率が上がるというこ

とでございますので、例えば啓発などを広域でやったほうがよくできると。今までからエ

コスタイルなどというのは関西全体でやってきたわけですけれども、ああいうのを生かし

て今後もそういう啓発活動などを中心に一緒にやることでスケールメリットを生かしてい

こうと、こういう取り組みがないかということでやっております。 

 視点２としまして、関西広域連合で方向性を示すことで構成府県市が実情を踏まえて統

一的な取組を展開するということでございます。全体の枠組みをしますということでござ

いまして、これは具体的に後でご説明いたしますけれども、カワウの対策などがこれに当

たるということでございます。 

 カワウの広域の管理計画をつくりまして、そういう全体の枠組みを示して、そして実際

に各府県がそれぞれのところで取り組みを進めていただくと、こういうことで効率的な取

り組みをしていこうと、こういうような取り組みをひらっていこうということでございま

す。 

 ３つ目が構成府県市の優良事例を関西広域連合全体に波及させるということで、これは

いわゆるモデル的な取り組み、優良的な取り組み、そういうのをピックアップするあるい

はみずからつくり出すことによって、それで各府県に対してメリットがあるような取り組

みをしていこうということでございます。例えば、人づくりとかいうようなことがそれに

当たると思います。 

 そのようなことで、これまで取り組みを進めてきておりますし、今後もそのような事業

に取り組んでいくということでございます。 

 下にございますように、先ほど知事も申し上げましたが、平成24年、25年の２年間、第

Ⅰフェーズということで、これらの幾つかの柱のうち低炭素社会づくりと自然共生型社会

づくり、これを第Ⅰフェーズでは取り組んでまいりました。今年度からは、それの充実を

図りますとともに、さらに循環型社会づくりあるいはまちづくりや人育て、こういうよう

なものに新たに取り組んでいくということを考えているところでございます。 

 今回見直されました、広域計画にもそういうような形で反映をさせていただいておりま

す。具体的には、最後の４ページのところにございますような取り組みでございます。 

 第Ⅰフェーズで取り組んでまいりましたこの左側、温室効果ガス削減のための広域取り

組み、これが低炭素社会づくりの推進についてのメーンの取り組みでございますが、ここ
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に掲げてございます啓発、エコスタイル、クレジット、自動車普及、これにつきましては

後ほど詳しく説明させていただきます。また、下にございます鳥獣保護管理、主にカワウ

の取り組みでございますが、これを自然共生型社会づくりの取り組みといたしまして取り

組んでまいりました。これも後ほど３の議題でご説明をさせていただきます。 

 第Ⅱフェーズに入りましては、ことしからは先ほど申し上げました第Ⅰフェーズの取り

組みに加えまして、新たに再生可能エネルギーの導入促進ということで、昨年度定まりま

した再生可能エネルギーの普及という計画に基づきまして、再生可能エネルギーの普及を

図るために共通のホームページをつくって制度の紹介をさせていただくようなことなどで

普及の促進を図っていきたいというぐあいに考えております。 

 自然共生型社会づくりでは、カワウの件は後で説明いたしますが、２番目のポツにござ

いますニホンジカに新たに取り組んでまいるということを考えております。ニホンジカに

つきましては、各府県でそれぞれ鳥獣保護法に基づきます駆除の計画を立てておられるわ

けでありますけれども、特に府県境、いわゆる県と県の間の部分というのがどうしても広

領域で取り組みにくい、これこそまさに広域連合が取り組むべきところであろうというこ

とで、そういうところを中心といたしましたニホンジカの広域的な鳥獣対策に今年から取

り組むということでございます。 

 また、下に生態系サービスの維持・向上というのが書いてございますが、これは今まで

種を対象としました、例えばカワウという種でありますとかニホンジカという種を対象に

した取り組みで既に自然共生型社会づくりをやってまいりましたけれども、さらに生物多

様性のエリアというものを一つ考えて、そういう守っていきたいような生物多様性のエリ

ア、こういうものを選定をしてそこをＰＲし、皆でそれを守る意識を高めていこうという

ような取り組みを今回考えてございます。 

 ４番、５番は、新たに取り組む新たな柱でございます。簡単にご説明させていただきま

すと、循環型社会づくりにつきましては各府県で取り組んでおられます３Ｒの取り組み、

特にレジ袋でございますとかペットボトルとか、そういうものにつきまして取り組みをさ

れているわけですけれども、そういうものについての取り組みのキャンペーン、これの共

通化を図っていきたいというようなことでございます。 

 環境人材育成につきましては、交流型環境学習ということで、各府県の環境学習の相互

の情報交換、乗り合いだとか、最近ウッドファーストなどというような言葉で最近注目を

浴びておりますけれども、幼児期からの環境学習の推進、こういうものに取り組んでいく

と。あるいはそれを支える人づくり、あるいはまちづくりということで、まちづくりにつ

いての優良事例の収集・発信などをやるというような取り組みも新たにさせていただくつ

もりをしております。 

 以上のようなことでございますが、環境というのは県域を超えているものでございます。

先ほど申し上げておりますような、カワウもそうですし、ニホンジカもそうですし、空気

もそうですが、広域で取り組むことがある意義が大変大きな分野だというぐあいに心得て

おりますので、ぜひ広域連合として取り組める、先ほど申しましたようなメリットがある

ところを中心に精いっぱい取り組んでまいりたいと思っておりますので、どうぞ今後とも

委員の皆様のご指導をよろしくお願いしたいと思います。 

 私から概要は以上でございます。 
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○委員長（村井 弘）  杉井温暖化対策課長。 

○広域環境保全局温暖化対策課長（杉井威夫）  続きまして、調査事件（２）の低炭素

社会づくりの推進につきまして、広域環境保全局温暖化対策課長の杉井よりご説明申し上

げます。座って失礼させていただきます。 

 先ほど、局長からも説明がございましたように、低炭素社会づくりの推進につきまして

は、温室効果ガスの削減のための広域取り組みという形で１ページ、平成24年度より取り

組みを進めさせていただいているところでございます。スライドの１ページ目にございま

すように、主な取り組みを五つ挙げてございます。 

 １つ目が、住民・事業者に対する広域的啓発でございます。こちらのほうは、既に古く

から関西広域で取り組まれておりました関西のエコスタイルキャンペーンあるいは関西エ

コオフィス運動の展開につきまして引き続き関西広域連合でこれを継承して取り組ませて

いただいているところでございます。 

 ２つ目が、再生可能エネルギーの導入促進の取り組みでございます。こちらのほうは、

先ほど局長からも説明させていただきましたように、平成26年度から新たな取り組みとし

てスタートさせていただいたものでございます。具体的には、先進事例等の情報収集ある

いは普及促進策について、各構成府県市の英知を結集して、またそれを共有しながら取り

組みを進めていくというものでございます。 

 さらには、エネルギーポータルサイトというものを構築させていただく予定でございま

す。こちらのほうは、なかなか特に太陽光ですとか、そういったものについて屋根貸しや

土地貸しのような事業を行ったり、補助事業、各構成府県市のほうでさまざまな取り組み

をされているところですけれども、そちらのほうが一覧性がないというところがございま

して、事業者の方ですとか住民の方でも引っ越しをされる方ですとか、そういった方がこ

ういったポータルサイトをごらんいただくことによって、いち早くそういった情報を入手

できるということですとか、あるいはそれ以外の再生可能エネルギーに関する取り組みに

ついて、より情報収集を容易にするという観点から広域連合のほうで一定のポータルサイ

トを作成しようというふうに考えているところでございます。 

 こちらのほうにつきましては、エネルギー検討会で実際、関西エネルギープランを作成

したところでございますけれども、そちらのポータルサイトと合同で開設することを予定

しているところでございます。 

 ３番目が、関西スタイルのエコポイント事業の展開でございます。こちらのほうは、後

ほど細かく説明させていただきますけれども、もともとこちらも関西広域で進めていた事

業でございますけれども、そちらのほうも関西広域連合で継承していて、平成24年６月か

ら本格開始したところでございます。 

 ４つ目がクレジットの広域活用に係る調査検討でございます。炭素をお金に変えてそれ

を流通させるという市場取引の中で炭素を発生したところから二酸化炭素の削減がなかな

か難しいところに移転して、より広範に二酸化炭素の削減を進めるクレジット制度という

ものが京都議定書のもと、世界でそして日本で国内クレジット制度という形で進められて

きたところでございますけれども、こちらにつきましては、なかなか国レベルでも浸透は

していないという部分、あとは地方レベルでさまざまな取り組みがされている部分という

両面がございました。 
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 そういった中で、先ほどの関西広域連合のメリットにもございましたような、関西広域

連合としてのスケールメリットが活かせないか、また、一方で関西広域連合としての関西

ブランドを生かすことができないかという観点から、この広域活用について関西広域連合

として取り組めないかということの調査・検討を進めてきたところでございます。これに

ついても、後ほど詳細な説明をさせていただきます。 

 最後が、電気自動車の普及に向けた広域的な取組でございます。関西広域連合成立当初

は平成23年から平成24年にかけては、まだ国内では電気自動車創成期でございまして、共

通なインフラもまだ統一されていなかった状態でございましたり、あとはそれに係る情報

の共有もされていないところでございました。そういった中でまずは関西のほうで充電に

係るインフラ整備あるいはその料金徴収に関する件等につきまして、共通のインフラを統

一的に進めていこうという観点、あるいはその充電器の場所等につきますその情報につい

て共通のマップをつくって、共有していくというような取り組みを進めてきたところでご

ざいます。そういった観点の取り組みをさせていただいているところでございます。 

 では、それぞれの個別事項につきまして、次のページで細かく説明させていただきます。 

 ２ページ目、スライドの２にございますところが、住民・事業者に対する広域的啓発の

部分でございます。先ほど説明させていただきました関西のエコスタイルキャンペーンで

すけれども、こちらにつきましては広域連合としては平成23年度から進めさせていただい

ておりまして、実施時期はここにございますように、徐々に変わっておりますけれども、

平成26年度は５月１日から10月31日の６ヵ月間を実施させていただいておりまして、ちょ

うど右上にございますような共通のポスターを作成させていただいております。実際のと

ころ、構成府県市によっては取り組みの形態、時期については、さまざまなところはござ

いますけれども、統一的なキャンペーンという形で今我々もそういう形でやらせていただ

いておりますけれども、軽装な勤務そして適正な温度設定という観点の２点を強調させて

いただいて、統一的なキャンペーンをさせていただいているところでございます。 

 続きまして、関西エコオフィス運動の展開でございます。こちらのほうも、もともと関

西広域で進められていた取り組みを継承させていただいているところでございまして、一

つは関西エコオフィス宣言というものを登録していただくという事業がございます。こち

らのほうは、それぞれの事業所で環境にすぐれた取り組みをしていただくということを前

提として関西エコオフィスであるということを宣言いただくと。その宣言の内容が確かな

ものである場合に、関西広域連合からその宣言が確かなものですよということを認証、登

録するという形の取り組みをさせていただいております。 

 平成26年３月末現在で、1,523事業所の方々にご登録いただいているところでございま

す。それにあわせまして、そのような登録をしていただいた事業所の中から、さまざまな

環境にすぐれた取り組みについて募集させていただきまして、毎年１回、関西エコオフィ

ス大賞というものを選定させていただいております。平成25年度には大賞１件、奨励賞４

件の実績をあげさせていただいておりまして、こちらの形で一定の目標をもって各事業所

の方々に環境に優しいオフィスの取り組みを進めていただくという活動をしているところ

でございます。 

 ３番目が、地球温暖化防止活動推進員関西合同研修会の開催でございます。地球温暖化

防止活動につきましては、特に住民との接点が近い推進員、地球温暖化防止活動推進員の
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方々の取り組みが非常に重要と考えているところでございます。構成府県市の皆様方にお

かれましては、それぞれ推進員の制度を持っておられまして、そういった中で取り組みを

進めているところでございますけれども、なかなか国レベルの研修会ですと、国からの情

報提供のみにとどまっておりまして、横の連携が難しいという状況がございました。そう

いった中で、関西広域連合のほうでは、広域連合の構成府県市の推進員の皆様方に集まっ

ていただいて、それぞれの事例共有ですとかあるいはそれぞれの取り組み、各構成府県市

の取り組みについて事例発表をしていただいて、共有いただいたり、あるいはあとは再エ

ネですとかエコドライブについての研修を行うということを通じまして、それぞれの資質

向上を図っていただくということを進めております。毎年１回、大阪のほうで開催させて

いただいているところでございます。 

 続きまして、平成26年度からは新たな温室効果ガスの削減取り組みの実施をさせていた

だいているところでございます。その取り組みの一つとしましては、特に実務レベルの担

当者の意見交換会を実施するということ。そして、あと、先ほど構成府県市のほうで推進

員の話をさせていただきましたけれども、それぞれ構成府県市のほうで地球温暖化防止活

動推進センターという地球温暖化防止活動の拠点を設けております。それぞれの府県市で

は特徴的な取り組みを、さまざまな取り組みをしておりまして、そういったそれぞれ個性

ある取り組みについて実際に現場を見ていただくという活動をさせていただきたいと考え

ておりまして、本年度は最初に言ってございますので、こちらのほう滋賀の地球温暖化防

止活動推進センターのほうで開催をさせていただく予定にしております。 

 一番下のほうは、再生可能エネルギーの導入促進でございまして、先ほど説明させてい

ただいたように、ポータルサイトの設営それから先進的情報収集の促進、情報収集や推進

捜索の情報共有等を進めさせていただいております。今月中に一部の担当者会議を開催さ

せていただきまして、主に市民共同発電ですとか、あるいは屋根貸し制度などにつきまし

て、構成府県市さんの状況について情報共有をさせていただいたところでございまして、

なかなかそれぞれ個性的な取り組みがございまして、県のほうで非常に参考になったとこ

ろではございます。 

 続きまして③のところでございます。関西スタイルのエコポイント事業でございます。

こちらの事業についてでございますけれども、ＣＯ２削減など環境に貢献する商品にポイン

トを付与しまして、その商品を購入した場合に消費者がそのポイントを得ることができると。

そのポイントを利用してギフトカードと商品券などに交換することができるということ、環

境によい商品という形でラベリングという制度があるんですけれども、それよりさらに上を

いって、環境によい商品を購入するとお財布的にもというかそういう形で得をするという観

点から進めているものでございます。よくありますのが、家電エコポイントのようなものが

昔ございましたけれども、それが広範に採用されているものというふうにご理解いただけれ

ばと思います。 

 こちらの事業のほうは、もともと環境省のモデル事業としてスタートしているものでござ

いまして、エコ・アクション・ポイントのポイント付与のシステムにつきましては、エコ・

アクション・ポイント事務局、株式会社ジェーシービーが今務めておるところでございます

けれども、そこで持っているところでございます。このプラットホームのほうに関西広域連

合として参加をしておりまして、平成23年７月１日より施行事業の実施、それから平成24年
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６月１日より本格的な参加をさせていただいているところでございます。 

 平成24年から平成26年にかけて3,000件、1,630万ポイント、金銭面で換算すると1,600万円

程度ということでございますけれども、そういった形でのポイントの流通が行われておりま

して、主には太陽光発電ですとか、内窓のような住宅用の設備に関してポイントの付与の実

績が多いところでございますけれども、身近な取り組みも含めてこういった制度を進めさせ

ていただいているところでございます。 

 続きまして、４ページ目のほうに移らせていただきます。クレジットの広域活用に係る調

査検討でございます。 

 クレジット制度については、先ほどご説明させていただいたところでございますけれども、

平成24年、平成25年と関西広域連合のほうで、広域連合としてクレジットの広域活用ができ

ないかということで、環境省のモデル事業を活用しまして、試行的な実施を行わせていただ

いているところでございます。 

 平成24年度には、この表でございますと、左上のほうにかわったマークがあるかと思いま

すけれども、「へらそかマーク」というものでございまして、こちらのほうは関西広域連合

のほうでカーボン・オフセットという形で一定量のＣＯ２、二酸化炭素の削減量に応じたクレ

ジットのほうを購入させていただいて、まず平成24年度は関西広域連合で購入したクレジッ

トを元として環境に優しい商品にこの「へらそかシール」を貼って、実際こういったシール

を張った場合に商品がどれぐらい流通するかという実験事業をさせていただきました。 

 実際のところ、まだまだカーボンクレジットいう制度についての認知度が低いということ

はわかったんですが、一方でお客様の方々のアンケート等を伺いますと、実際こういった制

度を認知した場合については、こういった商品については積極的に購入したいという意向が

確認されたところでございます。 

 続きまして平成25年度には、この表にございます関西広域カーボンオフセット推進事業を

実施させていただきました。こちらのほうは、平成24年度の実験も踏まえまして、まずは左

側にございますように、関西でつくり出されています環境に優しい製品を製造している事業

者の皆さんにご協力いただきまして、それぞれの事業者の方が最低でも１トン程度、１トン

というと大体１万円弱なんですけれども、それのＣＯ２削減のクレジットを購入いただきまし

て、購入していただいた事業者さんがつくる環境に優しい商品については、こういう「へら

そかシール」を貼るという形で、オフセット商品であるということをＰＲするという事業で

ございます。 

 それの一番右側のほうでございますけれども、一方で京都府さんなどは既に地域の特色を

生かしたオリジナルのカーボン・オフセットプロジェクトを進めているところでございます。

例えば、京都おもてなしカーボン・オフセット事業という形で、京都の特有な製品について

クレジットを付与して、その場合に京都府さんがツアーを組んだりですとか一定のＰＲもさ

せていただいているという形でそういった事業を展開しているところでございます。 

 こういった両者の融合をしながら関西広域連合として共通したクレジット事業を進められ

ないかという施行をしたところでございます。さらに、その場合に真ん中にございますけれ

ども、実際そのカーボン・オフセット等の取り組みを先進的に行っている事業者さんのとこ

ろの現場にもツアーを組んで視察をするということも行わせていただきました。こちらのほ

うは、徳島県のほうに視察をさせていただきまして、カーボンゼロツアーというものを開催
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して、実際参加者の方には、こういう形でそのカーボン・オフセットの取り組みを進めれば

いいのかという知見を得たりですとか、あるいはカーボン・オフセットそのものの知見を高

めたりというような効果があったところでございます。 

 こちらの平成24年度、平成25年度の事業は、試行事業という形で環境省のお金を使ってい

ったものでございまして、今年度はそういった試行事業の結果も踏まえまして関西広域連合

を主体とするクレジットの広域活用の展開について現在今後どういった進め方をすればいい

かという検討を行っているところでございます。 

 続きまして、５ページ目でございます。低炭素社会づくりの推進のうち、電気自動車の普

及促進事業でございます。電気自動車につきましては、環境に優しい低炭素な交通機関とし

て近年注目を浴びているところでございますけれども、一方で電気自動車そのものに普及と

ともに充電器の普及が非常に大きな課題とされていたところでございます。関西広域連合の

ほうでは、いち早くその充電器につきまして、共通のシステムを導入するということ、その

当時はいろいろなシステムがばらばらとございまして、充電の仕方ですとか、あるいは料金

徴収の方法ですとか、確認の方法等につきましてばらばらしていたところがございましたの

で、そうした場合、なかなか利用者にとっても不便だという状況もございましたので、まず

共通のシステムを導入しようという取り組みをさせていただきました。 

 また、一方でその当時カーナビ等にも充電器の表示がなかったりですとか、あるいはイン

ターネット上でも充電器マップというものが府県市さん単位等ではございましたけれども、

なかなか広域なものがなかったというものもございましたので、関西広域充電インフラマッ

プというものをこちらのページの左側にございますけれども、マップにそれぞれ充電器を落

として、充電器の使用状況もわかるという形で、そういったマップを作成させていただいて

おりまして、現在も運用しているところでございます。 

 さらには、電気自動車の認知度という観点から申しますと、その当時はたまに見る、ある

いは地方公共団体等で使用している、あるいは企業等で宣伝用に使用しているというような

ごく一部の部分がありましたので、一般の方々に浸透していくということが必要であろうと

いうことも踏まえまして、写真コンテストという形で一般の電気自動車を利用している方が

電気自動車とあるいはまちの風景、観光地の風景等を写真に撮っていただいて、それで電気

自動車とまちが一体化しているという状況をより発展的に示そうということでコンテストを

実施させていただいております。 

 平成23年度からこのコンテストを実施しておりまして、59作品、70作品、95作品と徐々に

応募作品数もふえているところでございます。本年も９月30日まで募集をしているところで

ございまして、12月にこちらのほうのコンテストの表彰も行わせていただきたいと考えてい

るところでございます。 

 このような形で、できるだけ関西広域のレベルで取り組めるスケールメリットを生かしな

がら、また関西広域のさまざまな構成府県市さんの高い取り組みをより共有をしながら、

我々としても低炭素社会づくりに向けて、より高次な部分の低炭素社会づくりを進めてい

きたいと考えておりまして、取り組みをさせていただいているところでございます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（村井 弘）  ありがとうございました。 

 それでは、ここまでのご説明について、質疑に移ります。 
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 ご発言があれば挙手を願います。 

 北岡委員。 

○北岡千はる委員  １点お願いします。広域環境保全計画、第Ⅱフェーズの推進の新し

い取り組みの中で環境人材育成の推進というところがあります。将来的にということでの

人材育成、それから幼少期からの環境意識の向上、県ごとに大変取り上げていることは、

同じ認識であります。 

 先ほど、それぞれに各地域で環境学習については、特徴的な取り組みをされている中で、

相互という話もありました。もちろん私どもも、幼児期の環境学習、就学前の教育・保育

の中で、さまざまな取り組みをされているということも承知しているんですが、１点、と

りわけ滋賀県の琵琶湖における、琵琶湖の環境学習、これについてはこの広域連合の中で

は大変特徴的だなという気はしておりますし、私自身もその学習を幼児期の子供たちを連

れてということで経験もしております。 

 そういった特徴的なこの滋賀県での琵琶湖を環境学習を通じて、より発信するところ、

こういったことがこの中の事業の中でどのように展開されていくかというような計画があ

りましたら教えてください。 

○委員長（村井 弘）  浅見環境政策課長。 

○広域環境保全局環境政策課長（浅見孝円）  今、先生からのご質問、琵琶湖の環境学

習で、関西広域連合に広めさせていただけるような、どういうコンテンツがあるかと、こ

ういうお話だろうと思います。 

 まず、何より、皆様もよくご存じだと思いますが、琵琶湖の環境学習と申しますと、

「うみのこ」という環境学習船がございます。もう30年にわたりまして、県内の小学生、

５年生でしたか全員が琵琶湖で船に乗って琵琶湖について学ぶ機会を提供してございます。

これを滋賀県だけではなくて、下流府県の先ほどおっしゃった琵琶湖・淀川水系の皆様に

もできれば体験をしていただきたいということで、なかなか「うみのこ」自体のスケジュ

ールがタイトな中ではございますけれども、それを少しずつ広めていってございます。 

 それからもう一つ、琵琶湖博物館のことを申し上げる必要がございます。 

 これも設立してから18年でございますが、琵琶湖環境の学習の入り口ということの位置

づけで、琵琶湖のさまざまな人と湖との暮らし、かかわり方を含めて琵琶湖全体について

総合的に学ぶ博物館として年間35万人から40万人の皆様に勉強をしていただいてございま

す。これも近々、リニューアルについて具体的に動き出そうと、今してございますので、

これもまた、関西広域連合の関係者の皆様にも学んでいただけるように、よりグレードア

ップを今考えてございますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（村井 弘）  北岡委員。 

○北岡千はる委員  ありがとうございました。 

 身のほどの話はつきますけれども、大変タイトなスケジュールでなかなかとりにくい。

あと、料金の面もありますので。ただ、本当に経験をした、そこに参加した子供たちの表

情なり、その環境に対する意識の高揚であったり学習意欲だったりということは子供を見

てすぐ分かりますので、京都からも私のほうもいろんな団体とともに寄せていただいてお

ります。平素のやるところ充実できることを期待申し上げたいと思います。 

 以上です。 
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○委員長（村井 弘）  他にご発言はございませんでしょうか。 

 家森委員。 

○家森茂樹委員  今のお話は、多分、当初の「うみのこ」の運用よりも随分生徒さんそ

のものが減っていますので、かなり以前に比べると余裕が出てきていると思いますので、

ぜひ関西で取り上げていただけたらなと思います。 

 実は、電気自動車の充電インフラマップとそれから充電器の設置なんですけれども、実

は私、１年半ＰＨＶに乗っているんですけれども、自宅以外で充電したのは、今まで３回

しかないんです。１回は、昨年和歌山県さんに広域連合で寄せていただいたときに、県庁

でいつでも充電しますよと言っていただいて充電したと。もう１回が、せっかく県庁にあ

るのに、私は使ったことがないなというので、昨日滋賀県庁の。やっと使いました。もう

１回は、友達の家へ行ったときにその子もＰＨＶに乗っていたので充電したと。 

 実は、これぐらい使い勝手が悪いんです。もちろん規格の問題もあると思いますし、高

速道路のＥＶの充電器は見るんですけれども、充電してはるのを見たことがないんです。

ここらの、その規格であったり、使い勝手のよさであったり、なんかその辺をちょっと調

査・研究していただいて、統一的なものをつくっていただかないと、恐らくこれは地図を

つくっていても現実に、このマップはありますけれども、これを使っておられるというの

はほとんどないと思うんです。その辺の取り組みというのはできないものでしょうか。 

○委員長（村井 弘）  杉井温暖化対策課長。 

○広域環境保全局温暖化対策課長（杉井威夫）  充電器の観点でございますけれども、

まず２点あるかと思います。 

 まず一つ目は、充電器がいっぱいあること、特に電気自動車ですと、最近はかなり500

キロメートルも走れるような電気自動車も出来ておりますけれども、100キロメートル程

度のものが多いという状況でございまして、そういった中で電欠を防ぐためにもできるだ

け多くの箇所に充電器があるということが必要であると。しかも、その充電器の場所がよ

り使いやすい場所、一つは先ほど委員のほうからもご説明がございましたインター、サー

ビスエリアなどのような場所ですとか、あるいはホテル、あるいはコンビニエンスストア、

あるいは大きな商業施設のような場所に置いてある、そういったところで買い物をしたり

とかしている間に充電ができるということが一つのメリットでございますけれども、そう

いった場所の点。 

 もう１点が、ご指摘がございましたように、共通のシステムで料金徴収等も含めまして

共通な形で進めるという形で、１回作業をするのに一々新しい充電器のシステムがあると、

そこで作業を覚えなきゃいけないという手間があったりしますと、なかなか進みませんの

で、そういった部分があるかと思います。 

 あとは充電器の場所もすぐわかるという状況であるかと思います。充電器の設置個数に

つきましては、幸い経済産業省のほうで充電器の補助制度を導入しまして、３分の２補助

で、さらに３分の１につきましては、メーカーさんのほうから補助があるという制度が今

年度までございまして、非常に飛躍的に進んでいるところでございます。滋賀のほうでも

今年度非常に多くの充電器の申請が来ているところでございます。 

 ですので、大分、充電器の数は、特に今年度ふえてきたのかなというのは、我々として

も実感しているところでございます。一方で、システムの面でございますけれども、本年
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度、いわゆる４社のメーカー側のほうから共同したインフラネットワークを推進する事業

者ができまして、共通の料金徴収ですとかシステムですとかそういったものを進める動き

が出てきております。 

 我々、関西広域連合のほうでは、平成23年度から先行してそのような取り組みを進めさ

せていただいたところでございまして、そういった流れも受けまして今、全国的にそうい

ったものを統一するという取り組みが進みつつあるところでございます。我々はそういっ

た取り組みを側面から支援しつつ、そういった取り組みをできるだけ、より早急に進める

ような形で取り組ませていただきたいと思っております。 

 あと、マップについてでございますけれども、こちらのマップのほうは、もともとは関

西広域連合を中心として進めていたところですけれども、現在このマップが全国版になっ

ております。さらに、各電気自動車に設置しておりますカーナビにつきましても、オプシ

ョンではあるんですけれども、オプションを加入いただければ電気自動車の情報が逐一更

新できるようなカーナビも最近普及し始めているところでございます。そういった面も両

面、カーナビじゃなくてスマートフォンで見られるようなマップとカーナビと両面を強化

しながら普及のほうを進めさせていただきたいと考えているところでございます。 

○委員長（村井 弘）  家森委員。 

○家森茂樹委員  そういうふうにおっしゃっていただくんです。施設はあるんです。設

備はあるんです。ただ、やっぱり使い勝手が悪いんです。例えば、私から言わせれば、そ

んな大層な設備にしてもらわなくても、ケーブルはみんな自宅に持っていますので、ケー

ブルを持って歩けと。コンセントだけ用意しておいてもらったら200ボルトのコンセント

だけ用意してもらったらできるというようなシステムであったりとか、それに料金を取る

なら専用のカードをさすとか、どうも、誰もいないところで、無人で使うというほうが使

いやすいんです、使う側にとっては。それがなかなかそういう形で使える場所というのが

少ない。それが高速道路の場合だとＥＶ専用であったり、このＥＶ専用というのはなかな

か規格があっていないとか、こういう形になって、結局マップはあるけれども、設備はあ

るけれども使い勝手が悪いというのが、現状でないかなと思いますので、ぜひその辺を工

夫してもらえたらなと思うんですけれども。 

○委員長（村井 弘）  杉井温暖化対策課長。 

○広域環境保全局温暖化対策課長（杉井威夫）  県庁でご利用いただいたときにも、感

じられたのかなと思います。なかなか公有財産なので勝手にあけられるというのが難しい

のでちょっとそのお手間があったのかなと思います。 

 確かに、自動販売機のように利用しやすいような形になるというのが理想ではあると思

いますので、できるだけ簡易な形にはできるように、今もカードというのがありましたけ

れども、幾つか「チャデモ」ですとか、そういうカードがありますので、そういったもの

が統一されてどこの充電器でも同じような料金徴収ができるような形が進むように関西広

域連合としても働きかけていきたいと考えております。 

○委員長（村井 弘）  よろしいでしょうか。 

 他にご発言。 

 釜谷委員。 

○釜谷研造委員  兵庫県の釜谷でございます。再生可能エネルギーの問題なんですけれ
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ども、最近特に気になりますのは、円が非常に安くなってきていると。106円、107円にな

るとかなり油の需要の単価が高くなるということで、これは非常に切実な問題であると思

うんです。例えばシェールガスがどうのこうのといっても、これもやっぱり天然ガスとな

ると、国内のほうで何とかこれを求めていかないといけない。 

 私が思うのは、兵庫県でも一番、力を入れて取り組んでいるのは太陽光発電なんです。

最近も今年度10ヵ所ぐらいでメガソーラーをすると。全部で二万七、八千棟ぐらいはある

と思うんですけれども、これに対して、例えば設備のほうでもっと補助をするとか、ある

いは売電と送電と分流になるとかなりの問題もあると思うんです。しかし、いろんな再生

可能エネルギー、例えば風力とか、水力とか地熱とか水流とか、いろいろそういうことは

あるんですけれども、一番身近にできるのは我々太陽光発電、ソーラーではないかと思う

んです。それについて、果たして兵庫県が力を入れている、兵庫県の場合は割合に太陽光

発電の発電量が多いらしいんですけれども、これは関西広域連合でどれぐらいの現状なの

かということ。これがいわゆる再生可能エネルギーの情報収集、あるいは情報交換の一つ

であると思うんです。対策として、もうちょっと強力な、例えば助成する、あるいは送電

と売電が分かれておるのを混電にするとか何かそういう方策をもうちょっと強力に決めて

いったらどうかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（村井 弘）  杉井温暖化対策課長。 

○広域環境保全局温暖化対策課長（杉井威夫）  再生エネの関係でございますけれども、

特に太陽光発電の関係でございます。 

 太陽光発電につきましては、別にエネルギー検討会のほうで作成いたしました関西エネ

ルギープランのほうで、関西全体として450万キロワットを2020年までに目指すという目

標値を定めさせていただいているところでございます。現状については集計中なのではご

ざいますけれども、平成25年度末現在でおおむね200万近くというような状況でございま

す。また、こちらのほうは改めてエネルギー検討会のほうから集計結果のほうを正式に連

合委員会のほうから発表させていただく予定にしております。 

 関西広域連合としての補助とか、支援策という部分でございます。なかなか太陽光発電

の補助制度につきましては、それぞれ構成府県市、あるいはそれ以外の市町のほうで、さ

まざまな特色のある補助制度を持っていらっしゃるところでございます。例えば滋賀県で

は太陽光発電と省エネ設備やコージェネを同時に設置した場合に一定の補助金を出してい

るような状況はございます。 

 そういった中で、なかなか関西広域連合として補助金という形で課すというのはちょっ

と、いろいろ制度面、予算の部分もございますけれども、難しい部分があるかなとは考え

ているところでございますけれども、ただ、そういったいろいろ特色のある補助制度をで

きるだけ広く周知をしたいという形で、今回ポータルサイトを作成させていただいたとこ

ろでございます。ただ、先生は多分そういったような普及啓発ではなくて、抜本的な制度

という部分もあるかと思いますけれども、一番は国のほうで、そういった部分で普及の促

進に向けた取り組みが強力に進むということを固定価格買取制度もそうですし、電源の送

電の問題もそうですし、進めていくということが必要かと思いますので、そういった部分

につきましては関西広域連合として強力に要請をさせていただきたいと考えているところ

でございます。 
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○委員長（村井 弘）  釜谷委員。 

○釜谷研造委員  ソーラーのシステムもかなりいろいろ最近種類が出てきまして、例え

ば丸屋根にもできるものとか、あるいはどうしても反射する、時間によってずっと太陽が

回ってくると反射するところもあって、かなりの害になるとか、問題をいろいろジャッジ

しているんです。あるいはダムの堤体にこれをやっていくということになると、自然環境

を破壊しないのかなどうかとか、いろいろそういう問題もあるんですけれども、そういう

ようなことの研究をもうちょっと共同で進めていく中に、そういうクレームがないような

発光あるいは効果がある、そういうようなものを選択するというものも関西としてやって

おられるとは思うんだけれども、いろいろやっていくのは再生可能エネルギーの普及に大

いに役立つと思うんです。そういう具体的な共同研究というようなことはあるんでしょう

か。 

○委員長（村井 弘）  杉井温暖化対策課長。 

○広域環境保全局温暖化対策課長（杉井威夫）  共同研究という形は現在行っていると

ころではございません。今年度から再生エネの取り組みをこちらのほうでも始めさせてい

ただいたんですけれども、まずは、行政面でなかなか普及しない部分について、どういう

ような壁があるか、あるいは実際普及しているところについてはどういうふうな取り組み

でそれが普及しているかというところについて、認識共有とできるだけ具体的なアドバイ

スを行政間でできるというような体制づくりを進めさせていただいております。 

 先ほどもご説明させていただいたように、具体的には例えば屋根貸しにつきましても、

非常にかなり多くの学校等で屋根貸しをしているところもあれば、なかなか老朽化の問題

ですとか、防水の問題ですとかそういったものも含めて進まないというところもあります

ので、そういったところがどういうふうにほかの進んでいる自治体でそのハードルを越え

ていったとか、そういったことも具体的な部分で情報共有は今させていただいているとこ

ろでございます。 

 ちょっと、その個別の、いわゆる先生がおっしゃっているような新しい太陽光発電設備

ですとか、いろんなところにも適用されるような太陽光発電あるいは自然影響とかあるい

はリサイクルの問題もあるかと思いますけれども、そういった部分の研究については、な

かなか広域連合でそういう具体的な研究事業というのをやるという体制まで、そこまでで

きていないので、今後の検討課題として考えさせていただきたいと思っております。 

○委員長（村井 弘）  釜谷委員、よろしいですか。 

 他にご発言はございませんでしょうか。 

 それでは、ご発言も尽きたようでありますので、引き続き資料３の自然共生型社会づく

りの推進について広域環境保全局から説明をお願いいたします。 

 水田自然環境保全課長。 

○広域環境保全局自然環境保全課長（水田有夏志）  資料３に基づきまして、自然共生

型社会づくりの推進につきましてご説明申し上げます。広域環境保全局自然環境保全課長

の水田でございます。座らせていただきます。 

 資料３の表紙をおめくりいただきまして、まず①の府県を越えた鳥獣保護管理の取り組

みについてでございます。カワウとかニホンジカのように府県を越えて広域に移動してそ

して被害を及ぼしている、こういった鳥獣につきましては広域連合がその対策に取り組ん



- 17 -

でおります。枠の中の一つ目の丸、関西地域カワウ広域保護管理計画の推進、これにつき

ましては後ほど別の資料で説明させていただきますので割愛させていただきます。 

 次に二つ目の赤い丸でございます。ニホンジカ等の広域的な鳥獣対策の推進でございま

す。府県境等の山岳地におきまして、ニホンジカによる特に生態系被害、これが非常に深

刻化しておりまして、下層植生が全部食い尽くされるといった被害が出てきております。

こういったことから、森林の広域的な機能への影響評価とか、あるいはシャープシューテ

ィングといった新たな捕獲技術を備えた専門技術者を育成するような、そういったプログ

ラムの開発、それからモデル地域におきます捕獲体制の構築、こういったことを行うもの

でございます。 

 それからもう一つは、アライグマなどの外来獣につきまして生息状況とか被害状況の広

域的な把握を行うとともに、より効果的・効率的な防除法の検討を行うものでございます。 

 次の②、下のほうでございますが、生物多様性に関する情報の共有及び流域全体での取

組による生態系サービスの維持・向上でございます。関西地域というのは、歴史が古うご

ざいまして、人と自然が協調しながら自然を上手に利用してきたという、そういう歴史と

経験がございます。ただ、最近開発などの人間活動とか、あるいは人間の自然への働きか

けの現象、それから外来種の侵入等によりまして、生物多様性の喪失というものが進行し

ております。 

 枠の中の一つ目の丸でございますが、「（仮称）関西地域の残したい自然エリア」の選

定でございます。これは、１行上に米印で生物多様性とはと書いてございます。生物多様

性には生態系の多様性、種の多様性、遺伝子の多様性、三つの段階がございますが、この

中の生態系の多様性に着目いたしまして、市民参加を得ながら関西のそういった自然エリ

アを選定するということでございます。これは、生態系のレッドデータブックともいえる

ものでございまして、貴重な自然環境の損失を緩やかに抑止する効果を狙うとか、あるい

は、そういった貴重な自然について啓発を図りながら、いろんな取り組みによる保全施策

に活用していくといったことをねらいとしております。 

 それから、丸の二つ目の生態系サービスの指標開発でございますが、生態系サービスと

いいますのは、いわゆる自然の恵みということでございまして、これをわかりやすい形で

指標化しまして、構成府県市の施策に活用していただくということを目指しております。

特にこういった取り組みにつきましては、関西地域には自然史系の博物館ネットワークと

いうものがございまして、こういったものを活用しながら取り組んでいきたいというふう

に考えております。 

 次に、カワウの関係でございます。カラーの別添資料でございますが、カワウ広域保護

管理の取組についてということで、ご説明申し上げたいと思います。 

 平成25年３月にカワウ広域保護管理計画を策定いたしまして、これに基づく取り組みを

進めさせていただいております。図１にございますように、カワウ対策の取り組みにつき

ましては大きく分けて一つはモニタリング調査、それからカワウの具体的な対策の推進と

いうことで、二つの柱で進めさせていただいております。１番のカワウ生息動向調査でご

ざいますが、以前は各府県が別々に調査をしていたものを、広域連合として統一的な手法、

また時期等も含めて調査を行っておりまして、こういったことでいろんなことがわかって

まいりました。１ページのその下の図４でございます。ピンク色の丸印がございますが、
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これが関西全域の生息数でございまして、全体として生息数は抑制されているというふう

に思います。ただ、滋賀県では、毎年１万羽を超える捕獲を行っておりますが、オレンジ

色の棒グラフが滋賀県でございますが、若干減少傾向にございますが、たくさん捕獲して

いるほど現象が見られないという状況もございます。それから、滋賀県では夏に数が多い、

冬に少ないという傾向がございますが、滋賀県以外の府県では逆に夏に少なくて冬に多い

という、そういう傾向が見られます。 

 おめくりいただきまして、２ページの上でございます。これは分布の季節変化でござい

まして、これは同じように７、８月は滋賀県に結構集中している、そして12月には兵庫県

とか徳島県などに集まるような、そういった傾向が見られます。それから、その下の小さ

い日本の地図がございますが、これは琵琶湖の竹生島でカワウの幼鳥の足に金属リング、

標識をつけましてそれを放ちます。それがどこで見つかったというのを示しておりまして、

東のほうでは新潟とか栃木とか群馬とか千葉、こういったところまで飛んでおりますし、

西のほうでは福岡、熊本といった九州まで飛んでおりまして、非常に広域に移動している

ということが伺われます。 

 それから２ページの中段、２番目の被害状況及び被害対策状況調査でございますが、こ

れは漁業協同組合へのアンケートによりまして、カワウの飛来状況とそれから被害の状況

を把握したものでございます。図７の折れ線グラフでございますが、これはカワウの飛来

数でございまして、春と秋にピークになる府県と特に今、ピークがない府県がございます。

このピークのある府県というのは、恐らく５、６月の鮎の放流の時期、それから秋の鮎が

産卵のために遡上する、そういった時期を狙ってカワウが来ているのではないかなと推測

されます。 

 それから、被害の状況でございますが、下の棒グラフでございます。図８でございます

が、滋賀県と徳島県で余りかわらないという意見が多ございますが、それ以外の府県では

悪化という意見が多くなっているようでございます。 

 次のページ、３ページの３でございます。防除事例研究でございますが、これは特徴的

な被害対策を行っております漁協に対して、ヒアリングを行いまして成功とか失敗の事例

を提示することによりまして各地での取り組みの参考にしていただこうということでござ

います。 

 ここで五つの漁協の事例を記載しておりまして、河川にテグスを張ってカワウの被害に

備える。それから花火による追い払いといった、さまざまな工夫が行われております。例

えば滋賀県の百瀬漁協、これは高島市のマキノというところでございますが、近くに竹生

島という非常に大きな繁殖地がありまして、被害が激しいような場所でございますが、河

川に網目状のテグスを張ることで被害の抑制に成功しているということでございます。 

 それから、大阪府の芥川漁協、ここは、キライ線というきらきら光る防鳥糸を使用する

ことでカワウの飛来抑制に効果を上げているということでございます。 

 それから、おめくりいただきまして４ページでございます。４番目のカワウ対策検証事

業でございます。これまでは、被害を受けている場所でそれぞれ個別に対策を行っており

ましたが、図９にございますように、ねぐらと採餌場の関係に着目いたしまして、そうい

ったことを考慮しながら相互に連携しながら、それぞれで対策を行うというようなことで

モデル的にこういったことを行うものでございます。 
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 （３）の実施内容のところをごらんいただきたいと思います。まず①ということで、漁

協とか自治会とか、また市町村における協力関係を構築しまして、勉強会をするとか、あ

るいは対策方針を協議するといったことでまず、そういったことをやります。 

 それから、下の②のところで具体的な対策を一遍やってみましょうということで、Ａで

例えばねぐらを被害場所から遠ざけるということで、ビニールテープを張りまして、そう

いったものでねぐらに寄りつかないようにする、あるいは追い出すといったことをやる。 

 それから、Ｂは捕獲でございます。今回は対象としておりませんが、捕獲ということも

一つ考えられますし、それからＣは、カワウが被害場所に来たときに備えるということで、

例えば図12にございますように養魚場でこういったテグスを張ってカワウが寄りつかない

ようにするといったこと、そういったことをやってみるということでございます。 

 そういったことをいろいろやってみた中で③の効果測定ということで、それがどれぐら

い効果があったかということを検証して、そしてまたそれを次の対策に生かしていくと、

こういう形で進めているものでございまして、現在大阪府の南部地域と兵庫県の揖保川地

域の２ヵ所で平成25年度、平成26年度の２年間、対策検証事業を実施しております。大阪

の南部地域はため池における幼魚場、これはカワチブナという釣り堀用のフナを養殖する、

そういう池がたくさんある場所でございますが、そういった幼魚場の被害とそれからねぐ

ら、こういった場所では生活環境被害、非常に悪臭があるとかそういったことが出ている

場所もございますので、そういったことと同時に対策に取り組むという、そういった地域

でございます。 

 それから兵庫県の揖保川地域でございます。これは、ごく一般的な放流鮎のある地域で

ございまして、そういった場所でねぐらを一つ解消する、そういったことに取り組んでい

るものでございます。 

 次、５ページでございますが、中段の５番、平成27年度以降の取組予定でございますが、

こういった広域連合でさまざまな取り組みを行いまして、そういった成果を構成府県市に

フィードバックすることによりまして、地域の状況に応じた被害対策を行う上での参考に

したり、あるいは効果的な体制づくりをしていただく、そういう形で関西全体のカワウ被

害の低減を図っていくということを目指しているものでございます。 

 最後に参考ということで、カワウの捕獲数というデータを掲げさせていただいておりま

して、滋賀県が１万羽以上の捕獲をしておりまして、あと和歌山県さん、徳島県さんが

600羽程度の捕獲数をいただいております。滋賀県の場合は竹生島とか伊崎半島という琵

琶湖の中に浮かぶそういう非常に捕獲しやすい場所がございますので、そういった場所で

エアライフルを使いまして効果的な捕獲を今進めているところでございます。 

 こういった形で広域連合としてカワウ対策を進めていくことによりまして、関西地域の

カワウ広域保護管理計画の目標でございます関西全域での被害軽減を目指して取り組んで

いきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（村井 弘）  ありがとうございました。 

 それでは質疑に移らせていただきます。 

 ご発言があれば挙手をお願いいたします。 

 井上委員。 
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○井上与一郎委員  京都市、井上与一郎です。よろしくお願いいたします。 

 この間も、一般質問でさせてもらったんですけれども、法律がもうじき変わるというこ

とで、滋賀はそういうふうにより積極的に減らしていけるというふうに期待しております

けれども、していかれる中でモデル地域を選定するということをおっしゃっていましたで

すよね。そのモデル地域はまだ話が早いかもしれませんけれども、どういったところがモ

デル地域になるのであろうなという、ちょっと期待がありますので、その辺将来の法律が

施行された後の一番最初にどういうようなことがされるのかまたモデル地域はどのように

選定されるのかお伺いいたします。 

○委員長（村井 弘）  水田自然環境保全課長。 

○広域環境保全局自然環境保全課長（水田有夏志）  今おっしゃっていただいているモ

デル地域はシカ対策のほうの、この間質問をいただいた件でございますね。 

 まず、先ほど申し上げましたように生態系被害が非常にひどうございます。これを１回

調査しようということで、これは兵庫県の森林動物研究センターが開発した下層植生の調

査というのがございます。これは、兵庫県だけではなくて、京都府とか大阪府、滋賀県も

同じように調査をしております。こういったものを広域で一度、図化してみて、そしてど

ういうところがひどいかというのをあぶり出しをします。それをまた、より森林の広域的

な機能、土砂流出機能とか水源かん養機能とか、そういった機能がどういうふうに影響を

受けているかというのを評価しまして、恐らくですが、これは推測ですが、府県境の山岳

地がそういうものがひどいのではないかということを想定しておりまして、そういった府

県境の中で重点地域といった形で幾つか挙げまして、そしてそこで実際に、じゃあ捕獲を

するのにどういう体制が必要か、シャープシューティングとかそういったものが導入でき

るかどうか、そういったことを検討いたしまして府県市さんから、まだちょっと決まって

おりませんが、例えば要望を挙げていただいて２ヵ所か１ヵ所、そういうところを選んで

実際にそういったモデル的な捕獲ができないか、またそういう技術者を養成するというこ

ともあわせてやっていくというようなことを今考えております。 

○委員長（村井 弘）  井上委員。 

○井上与一郎委員  ありがとうございます。 

 関西全域連合で取り組むのは、県境とか山の尾根とかそういうところが多いと思います

ので、きちっと研究していただきますようにお願いいたします。 

 それから、カワウですけれども、４ページの実施内容のところの、対策の実施・支援で

ねぐらを被害場所から遠ざけるとかあるわけですけれども、Ｂにカワウの数を減らす、し

かし本事業では採用せずというふうになっております。銃器による捕獲や疑似の卵やドラ

イアイスによる繁殖抑制、これはしておられるんですか。銃器による捕獲ということはし

ておられないんですね。カワウの数を減らすということはしておられない、そういうこと

ですね。ところが、今度５ページに参考のところで各府県におけるカワウの捕獲数という

数字を出していただいておりますけれども、この捕獲は数を減らすのとはまた別、ただ捕

獲をしただけでどこかへ固めて箱の中に入れて飼うておられるとか、どういうことなんで

すか、ちょっとつじつまが合わないように思ったのでお聞きいたします。 

○委員長（村井 弘）  水田自然環境保全課長。 

○広域環境保全局自然環境保全課長（水田有夏志）  今ご質問いただきましたのは、４
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ページのところでカワウの数を減らす、捕獲はやっていないけれども、５ページのところ

で捕獲するというデータが出ていると、どういう関係にあるのかということだと思います。 

 今、先ほど４ページで説明させていただきましたのは、広域連合でモデル事業的なこと

をやっておりますが、その中では捕獲はやっておりませんが、要するに広域連合が事業主

体としてやっている部分につきましては捕獲はやっておりませんが、各構成府県ではそれ

ぞれカワウの捕獲をやっていただいております。それぞれの構成府県の捕獲数のデータが

５ページの資料でございます。 

○委員長（村井 弘）  井上委員。 

○井上与一郎委員  カワウの数を減らすことは関西広域連合としてはしていないけれど

も、各府県がやっている。各府県はこの捕獲したカワウはどうなっているんでしょうか。 

○委員長（村井 弘）  水田自然環境保全課長。 

○広域環境保全局自然環境保全課長（水田有夏志）  恐らくですが、滋賀県の場合もそ

うですが、廃棄処分です。焼却になると思いますが、そういった処理をしておられるとい

うふうに想定しております。 

○委員長（村井 弘）  井上委員。 

○井上与一郎委員  私、初めて来たときにカワウの管理、保護という言葉で確かしてお

られて、捕獲はあらへんなと思って質問をしたことがあるんですけれども、そのときは初

めてでしたのでわけのわからないことだったんですけれども、それがずっと頭にあるので、

捕獲という意味がどういうことかなというのが気になるというか、今のはそれで当然だと

は思うんですけれども、減らすのは各府県がやって頑張っておられるということで、それ

で結構でございます。 

 どうもありがとうございました。 

○委員長（村井 弘）  廣脇広域環境保全局長。 

○広域環境保全局長（廣脇正樹）  今のことでちょっと補足をさせていただきます。 

 カワウの捕獲というのは、まさに銃器による捕獲を中心としまして、殺してしまうこと

になるんですが、実際、銃器を使えるところが近畿圏内では本当に滋賀県ぐらいしかござ

いません。ほとんどが人家の近くであるとか、都会部で銃器は使えませんので、ですから

こういう形で捕獲数も相当異なっております。まず、滋賀県でできるだけ頑張って撃って

いるわけですが、それが全体の先ほど申し上げました広域連合としての目標、広域全体と

しての被害の減少にはつながっているかなというぐあいに一つ思っておりますのと、もう

一つは、それ以外の撃てないところでどうするかということが、むしろ各府県さんには大

きな問題でもありますので、そういう意味でここにございます、ねぐらを被害場所から遠

ざけるあるいはカワウが被害場所に来たときにどうするのか。これなどは、まさに各府県

市さんにお役に立てるようなことを考えていかないかんということでやっているものでご

ざいます。 

○委員長（村井 弘）  ありがとうございます。 

 他にご発言はございますか。 

 釜谷委員。 

○釜谷研造委員  今の自然共生型社会づくりの問題で、カワウがよく問題になっていま

すけれども、兵庫県では特に鹿が多いんです。兵庫県の実数は大体十四、五万というけれ
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ども、30万頭ぐらいおると。山間部に行くと、そこの人より鹿の数が多い。それくらいの

ものがあるわけなんです。山から鹿がおりんようにとずーっとこう大きくやっていますけ

れども、それを乗り越えて鹿が来るものですから、すごく田畑が荒らされて何億という被

害になるという場所が非常にありまして、それだけに兵庫県だったら鹿の対策をいかにす

るかと。 

 もちろん鹿も熊もイノシシも猿もちょっといると思うんですけれども、いろんな動物の

宝庫で、それが本当に非常に大きく被害の対象になっているわけなんです。その捕獲なん

ですけれども、単に捕獲だけではなかなか追いつかないと。これを何とか猟友会、いわゆ

る銃の会でもってできるだけこれを殺処分。そういうことで、１頭に対して何ぼという、

そういう報償もあるようなんですけれども、なかなか１年間に３万頭もなかなかそれが確

保あるいは射殺できないということがあるんですね。 

 これも大きな問題なわけで、この数を見ておりますと、兵庫県はカワウが１年間に12羽

とか、全くこれは比較にならない数でして、これについては関西広域連合はもっといろい

ろ共通のそういう問題として取り上げていただいて、例えば銃を扱う猟友会の人が少なけ

ればほかの県からも応援に行ったりとか、その対策をちょっと何とかしたいと思うんです

ね。それと、もちろんこれを捕獲した場合にその肉をどうするのか、あるいは皮なんか、

何とか利用法はないのかということについても共同研究を進めていいただいて、兵庫県な

ら鹿対策というような表現があるぐらいなので、その辺も関西広域連合で共同に取り組ん

でほしいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（村井 弘）  水田自然環境保全課長。 

○広域環境保全局自然環境保全課長（水田有夏志）  鹿対策、非常に難しい問題でござ

います。特に農業被害とかそういった部分につきましては、おりを設置するとか防護柵を

するとか、そういった対策で何とか防げているんですが、特に今猟友会の方々が鹿の捕獲

をされるということで取り組んでおります捕獲につきましては、猟友会自身も高齢化、ま

た減少しておりますので、余り山の高いところまではなかなか行けないとかアクセスの問

題もございまして、猟友会にお願いする部分での捕獲というのもなかなか一定は効果が出

ておりますが、それ以上のところまでいっていないという部分がございます。 

 その中で国のほうでも鳥獣保護法が改正されまして、より専門的な捕獲技術者を養成し

てそういった者を事業者として認定をすると。それについて国や県が事業をしていくとい

う制度が新しくできております。関西広域連合も同じような考え方でございまして、今回

の鹿対策につきましても、そういった山間部、特に山の上のほう、そういったところで捕

獲ができるようにする。そのためには今までの猟友会とか狩猟だけではなかなか難しゅう

ございますので、より専門的な技術を持った、そういった捕獲集団を育成してそういった

方々が山の上まで上がって、より効果的に捕獲するというようなこと。 

 アメリカのほうでホワイトバッファローというＮＰＯがあるんですが、ここは非常に高

い捕獲効率を上げて成果を上げていますし、日本でも知床とかあるいは富士といったとこ

ろで同じようにＮＰＯが高い捕獲効率を上げている。これは餌で誘引をして、１匹残らず

しとめるといった、そういう手法でございますけれども、そういったことも含めてこれか

らこの広域連合として何かできないかなということで今取り組んでいるのが、先ほど申し

上げたこういった山間地域での捕獲体制の構築という部分でございますので、そういった
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面で進めていけたらなと思っております。 

 それと、ジビエでございます。これも、ことしの３月の議会でご質問をいただきました。

これは農林水産部のほうで答弁させていただきましたが、それぞれの府県で特徴的な取り

組みが行われています。ジビエとして肉として活用していくということで和歌山県さんも、

そういった肉の衛生面とか安全面での認証制度も取り入れておられますし、そういった情

報をこれから広域連合としても収集しまして、それぞれのところで取り組んでいただける

ような、そういう情報の共有とかそういった面での取り組みができないかなということで

また検討させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（村井 弘）  家森委員。 

○家森茂樹委員  先ほどの、このデータを見せていただくと、琵琶湖で子供をふやして

鮎がおいしい季節になってくると、滋賀県から兵庫県や徳島県へ出稼ぎに行ってくれてい

るのかなと。滋賀県のカワウさんがえらい悪いことをしてはるなという、非常に責められ

るような思いで見せていただくんですが、滋賀県内の中でも河川では銃器で撃つわけにい

かないのでというので、琵琶湖の中で竹生島であったり伊崎であったりと、ここで銃器で

撃ち殺してという、その対策をやっていかんならん。こういう現状ではあるんですけれど

も、結局この広域連合で今のこのお話ですと、調査研究だとか、これは広域連合でやるけ

れども、あと、その後は地域の実情に応じた被害対策ということで、滋賀県は気張って撃

ちましょうと。ところが、それ以外のところでは、テグスを張ったりというような対策を

やりましょうと、こういうことなので、滋賀県で気張って撃ってはいるんですけれども１

万単位、２万単位で撃ってはいるけれども減らないという、こういう現状にありますので、

これは鹿でも同じことだと思うんです。 

 結局、調査研究は広域連合でやるけれども、それぞれの対応はそれぞれの府県市でとい

うことになってくると、結局その県境部分とか移っていく群れだとかはどうするんだとい

うような話になってきますので、先ほど釜谷委員からもお話がありましたし、これから狩

猟法の改正に伴って事業者に撃っていただくというような手法も考えていこうというよう

なことで、今後の対策も広域連合で取り組んでいこうというような方向というのは、これ

はなかなか難しいものなんですか。 

○委員長（村井 弘）  水田自然環境保全課長。 

○広域環境保全局自然環境保全課長（水田有夏志）  今、とりあえず第１期のカワウの

広域保護管理計画、これが平成27年度まででございます。この中ではそれぞれの河川で被

害が出ているということなので、まずそういったところをみんなが困っていることをやろ

うということで今、させていただいています。 

 ただ、捕獲についても滋賀県ではたまたま竹生島という湖上の非常に撃ちやすい場所が

あるので、そこで大量に捕獲していますが、いろんなところ、河川では銃器の安全面もご

ざいますし、撃つことによって追い散らしてしまうといったこともございますので、どう

いう捕獲がいいのか、滋賀県でも前は散弾銃でやっておりましたときは、すぐ散ってしま

うということがあったんですが、エアライフルを使って音のしないような形で確実に撃つ

ということで効果を上げておりますので、そういう新しい手法も検討しながら滋賀県以外

のところでも、何か適用できる方法はないのか、そういった部分も研究しながら第２期の

計画もまたありますので、その中でどういう打ち出しをするかということはまた検討させ
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ていただきたいと思っております。 

○委員長（村井 弘）  他にご発言はございますでしょうか。 

 西村副委員長。 

○副委員長（西村昭三）  カワウは１回生まれたら何年ぐらい生きているんですか。 

○委員長（村井 弘）  水田自然環境保全課長。 

○広域環境保全局自然環境保全課長（水田有夏志）  カワウでございますか。ちょっと

詳しい学術的なことはわかりませんけれども、かなり長いこと生きているというふうに聞

いています。長いものは20年とかそういったものもおるというふうに聞いておりますが、

それも野生のことでございますので、いろんな形で途中で死んでしまったりすることもご

ざいますが、結構そういう形で長く生きるというふうには聞いております。 

○委員長（村井 弘）  西村副委員長。 

○副委員長（西村昭三）  それと、雌というか卵を産みますわな、それはその20年の一

生に何個ぐらい産むんですか。 

○委員長（村井 弘）  水田自然環境保全課長。 

○広域環境保全局自然環境保全課長（水田有夏志）  大体、１回に二、三個ですかね、

それぐらい産むと思います。それはある程度の子供を産める年代になれば毎年産んでいき

ます。 

○委員長（村井 弘）  西村副委員長。 

○副委員長（西村昭三）  １羽で何百個も産むんですか、死ぬまで。その一羽の生涯で

は。 

○委員長（村井 弘）  水田自然環境保全課長。 

○広域環境保全局自然環境保全課長（水田有夏志）  何百個になるか何十個になるかわ

かりませんけれども、そういった形でたくさん産むと思います。 

○委員長（村井 弘）  西村副委員長。 

○副委員長（西村昭三）  それともう１点お聞きしたいんですけれども、許可による捕

獲数の中で2008年度というのは、非常に2,361ということで、極端に低いわけなんですが、

これは何かあったんですか。 

○委員長（村井 弘）  水田自然環境保全課長。 

○広域環境保全局自然環境保全課長（水田有夏志）  これは、実は琵琶湖で捕獲をして

おりまして、当時は散弾銃で撃っておりました。半殺といいまして完全に殺すまでに至ら

ない、散弾の一部が当たってふらふら飛び回っていたということがございます。当時うみ

のこ事業、子供たちを船に乗せてという事業がございまして、それが竹生島周辺に来たと

きに、そのカワウが船に落ちて子供たちにショックを与えたというような事件がございま

した。そういうこともございましたので、１年間捕獲を滋賀県は見合わせていたというこ

とがございまして、そういう関係で少なくなっているということでございます。 

○副委員長（西村昭三）  わかりました、ありがとうございました。 

○委員長（村井 弘）  他にご発言はございますでしょうか。 

 それでは、ご発言も尽きたようでありますので、本件についてはこれで終わります。 

 次に、その他に移ります。この際、ご発言等ございますでしょうか。 

 安井委員。 
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○安井俊彦委員  前回の本会議において三日月知事さんのほうからご報告を頂戴いたし

まして、ありがとうございました。 

 そこで、知事さんに前提としてお聞きしたいのは、三日月知事さんは前の嘉田知事の政

治的な信条でありました滋賀県が環境先進県としてそのプライドを持って日本に貢献した

いというご意向でございました。私たちもそれは敬意を持って称賛をしておったんですが、

それは受け継いでいかれようとされているのかという前提を一言聞かせてください。 

○委員長（村井 弘）  三日月連合委員。 

○広域連合委員（広域環境保全担当）（三日月大造）  環境先進県として、日本や世界

が抱えているさまざまな課題、これから直面する課題解決に向けて貢献できる県をつくっ

ていきたいと、このように考えております。 

○委員長（村井 弘）  安井委員。 

○安井俊彦委員  ありがとうございました。大いに期待をいたしております。 

 そこで、私が少しお尋ねしたいことの背景を申し上げてご理解をいただいた上で聞かせ

ていただきたい。神戸はかつて新型インフルエンザという風評被害に見舞われまして、そ

して神戸が抱えております有馬温泉の予約が取り消されて２億円の損害をこうむると、神

戸から送ったケーキが東京から送り返されてくる。そして、全国の修学旅行の列車が神戸

駅にはとめないようにしようという決議がなされていたり、153万人の神戸市民がパニッ

クに陥った経験があります。今回のダイオキシン問題が私はなぜ執拗に迷惑をかけながら

聞いておるのかというのはそういう背景がございます。 

 実は、このダイオキシンの問題というのは二つの大きな側面がございます。一つはこれ

は神戸のみならず大阪、堺あるいはまた瀬戸内海周辺のまちにその風評被害を起こす非常

に危ない事件であった。いわゆるニアミスであったということが背景にあります。これが

一つ。 

 それからもう一つは、行政が行政をだました犯罪であるということが一つ。 

 もう一つはこのダイオキシンをこのフェニックスに、もし民間が捨てたとするならば、

これはあきらかに逮捕されます。刑事犯になります。ところがこれは高島市という行政が

やったということで、その難を現在のところは逃れております。この三つの側面があるか

ら私は迷惑をおかけしながら時間をとっていただきながらお尋ねをしているということ。 

 そういう背景の中で滋賀県のホームページを見せていただきましたら、第三者委員会を

つくって今５回の会議を開いていただいております。この５回の経緯についてはこの前お

話いただいていませんので、ちょっとどういう経緯をもって、メンバーはわかっておりま

すから、どういう経緯でなっているか、教えてください。 

 もし知事さんでなくても関係者でも結構ですよ。 

○委員長（村井 弘）  三日月連合委員。 

○広域連合委員（広域環境保全担当）（三日月大造）  まず、初めに前回の議会でも申

し上げましたけれども、今、安井先生のほうからありましたその風評被害を及ぼしかねな

い重大な問題であるということ、そして行政が信頼を損なう、また行政間の信頼関係を損

なうそういう事態であるということ。さらには、刑事罰が問われてもおかしくない、そう

いう重大な事案であるということで、大変、神戸市をはじめといたします当該地域にご心

配とご迷惑をおかけしていることについては私は知事としてまずおわびを重ねて申し上げ
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たいというふうに思います。 

 その上で、今、高島市では、第三者委員会を立ち上げて、実は昨日も５回目の会議をや

りまして、昨日の会議はちょっと私もまだ詳細に報告を受けていない段階なんですけれど

も、これまで４回行われ、特に８月18日の第４回の調査委員会におきまして会長から市長

に対しまして県からの指摘も踏まえました技術的な原因と対策と。まずは技術的な原因と

対策というものについての提言書が提出されました。その提言書の中では、特にハード面

の対策といたしましてやはり燃焼、しっかりと燃やすということが大事であるということ

から空気量を適切に制御できるようレーザーＯ２センサー、これはレーザーで酸素の量を

探知する、センサーを再燃焼室に設置をすべきだということでありますとか、ダイオキシ

ン類の再合成を防止するため、空気予熱器に自動でダストの清掃ができる装置、エアブラ

スターを設置すること、さらには三つ目といたしまして空気予熱器の温度を低減するため

に、空気ダクトを増設することが提言をされました。 

 高島市ではこの提言を受けまして、これらの施設改善を今まさに行われております高島

市議会の９月の補正予算で対応をし、10月に工事着工、年内にその設備改善をするための

工事の完成を目指すということとされております。 

 同時に市のほうでは、ソフト面の今申し上げたハード面に加えてソフト面の対策といた

しまして、空気予熱器の清掃回数をふやすこと、さらには日常点検項目の見直しでありま

すとか、職員の再研修といったものに取り組まれておりまして、加えて外部からの技術指

導員３名の常駐という、そういう対策も講じられることといたしております。 

 さらに、今後このハード面そして今申し上げたソフト面に加えまして、職員のコンプラ

イアンスなど、組織体制面でも今後提言をいただくことにいたしておりまして、県として

はこういう第三者委員会からいただく提言がしっかりと市において実行されるかどうかを

きちんと指導しながら確認をしてまいりたいというふうに考えております。 

○委員長（村井 弘）  安井委員。 

○安井俊彦委員  詳しくご報告いただき、しかも知事さんからご報告いただいたことに

ついて敬意を表したいと思います。 

 ただね、知事さん。これは、技術的なものなんです。知事さんがおっしゃったソフトも

そうなんですが、実はあのメンバーの中で弁護士が１人入っておられます。これは高島市

がしたというよりかは、まずコンプライアンスの中で最も問われなくてはいけないのは、

なぜ行政が行政をだましてまでやったのかという、そのあたりです。それが一つ。 

 もう一つは、じゃあ県は責任がなかったのか、それが一つ。県の責任は、４月17日と18

日に、国の検査でこのことがわかったところに県の職員が立ち会っておったと。そして、

記者発表をしたのが、６月11日であります。この間、一体何をしておったのか。私は本会

議場でもみ消そうとしておったんではないかという厳しい言葉を使いました。このことに

対するコンプライアンスはどうなっているのか。このことについて聞かせてください。 

○委員長（村井 弘）  三日月連合委員。 

○広域連合委員（広域環境保全担当）（三日月大造）  申しわけございません。私が知

事に就任する前の事態であり、また経過なので、少し事務方のほうから詳しく説明をさせ

ていただきます。 

○委員長（村井 弘）  森循環社会推進課長。 
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○広域環境保全局循環社会推進課長（森 尚一）  今、委員のほうからご質問をいただ

きました、コンプライアンス面の取り組みについての部分、それから県の責任につきまし

て、４月事案発覚以降の対応の状況につきまして説明をさせていただきます。 

 先ほど知事のほうから高島市の第三者委員会の取り組み状況のほう、ご説明、ご報告を

いたしましたが、第三者委員会におきましては、あわせましてこの問題が発生いたしまし

たことにつきましての組織運営面につきましての議論のほうもしておるところでございま

して、昨日もその部分を中心に議論がなされたところでございます。その中では、責任の

所在が組織体制面の部分で曖昧になっていたこととか、報告等が十分できていなかったこ

と課題の重要性につきまして共通認識ができていなかったこと、それと職員のコンプライ

アンス意識の問題等が指摘されておりまして、こういう課題を踏まえましてどのような対

策が必要かということを第三者委員会として今月中に取りまとめ、中間報告として市に示

すということになっております。 

 私どものほうもこの問題につきましては、技術面あわせまして組織体制面、運営面での

是正のほうを求めておりまして、この中間報告も踏まえながら市のほうも指導してまいり

たいというように考えております。 

 それから、この４月17日、18日事案発覚後の対応の状況でございます。そもそも、この

問題が発覚いたしましたのは、４月17日、18日に行われました会計検査の場で高島市が提

供したデータの中に超過するデータが含まれているということで、それまで県が毎年施設

のほうに立入検査、それから毎年法律に基づきまして県に受けていた報告の中には超過し

たというデータは含まれてはおりませんでした。この事案が発覚いたしましてから、直ち

に私ども高島市のほうにそれ以外で過去にさかのぼって超過していたものがないかどうか

データを精査の上、報告を求めておりまして、翌週４月25日でございますが、高島市のほ

うからデータを精査した上での報告がございました。その上で、私どもとしましては、速

やかにフェニックスセンターのほうへ報告をすること、あわせまして搬入先の地元関係自

治体がございますので、公表についても速やかな調整をすることを求めさせていただいて

いるところでございます。 

 ４月26日には高島市のほうがフェニックスへの搬出を自粛、開始したところでございま

す。そうしまして、翌週の月曜日には環境省のほうの担当課のほうにこちらのほうから速

報を入れさせまして、以降、連絡をとりながら進めているということでございます。４月

30日には高島市に対しまして事実経過の報告を求める文章指導等も行っております。また、

５月に入りまして５月２日でございますが、高島市がフェニックスに報告をするというこ

とで本県のほうも一緒に出向きまして、報告をさせていただいたところでございます。５

月の中旬以降、処分場付近の周辺の環境調査ということがフェニックスのほうで行われま

して、５月30日にはフェニックスでの停止処分、その上で関係の自治体が公表に向けての

調整、その後の対応につきましての調整を行う会議を６月11日に開催いたしまして、その

上で周辺の安全データも添えまして、公表したという次第でございます。 

○委員長（村井 弘）  安井委員。 

○安井俊彦委員  今のお話を聞きましたら、実は第三者委員会をつくらないかんのは県

ではないんですか。なぜ、全て高島市に押しつけるような体制でおられるのですか。例え

ば、府県の市長、知事におわびに回ったのは高島市の市長が回っているんです。第三者委
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員会を高島市につくらせるのではなしに、県がつくるというのが、これは法律上それが当

たり前の形ではないんでしょうか。 

 それから、今の４月17日、18日に発覚して６月11日に記者発表をした。その間の動きを

説明しているようですけれども、実は説明されていない。調整に手間取った。調査に手間

取った。それにそんなに要るんでしょうか。とてもそういうことでは周辺は理解しにくい。 

 それから、もう一つ。９条の３、10項でいわゆる改善命令とか使用停止命令というのが

県にあるわけです。このことについて今現在高島市に対してどういう体制を取っているの

か、そしてその当時どうしたのか。今非常に大事なことをさらっとおっしゃったんですが、

この第三者委員会の結論をいつごろ出して、そして処分をするのかしないのか。これは県

の職員も含めて処分をするのかしないのか。時間を大事にしたいので、全部出してしまい

ましたけれども、ちょっとおっしゃってください。 

○委員長（村井 弘）  森循環社会推進課長。 

○広域環境保全局循環社会推進課長（森 尚一）  まず、調査に手間取ったのかという、

期間の部分でございますが、私どものほうは高島市に対しましては、速やかな対応を求め

ていたところでございます。そういう中で公表に向けましての段取り、そういうものを踏

まえまして調整会議を持たれたというのが６月11日ということに結果的になったわけでご

ざいますが、私どもといたしましては、公表を前提に指導してきたということでございま

す。 

 それから、改善命令とそれから停止命令の部分でございますが、これにつきましては高

島市におきまして改善の動きがない場合、そういう検討が必要であろうかというように考

えておりますが、私どものほうも高島市に対しまして、特別の立入検査をし、問題点を指

摘してそれを踏まえまして高島市におきましても、指摘を受けましたことにつきましての

改善策を今、鋭意、検討しているところでございますので、その検討途中におきましては

この段階では改善命令を発出する必要はないというふうに考えております。 

 市のほうの今後の対応を十分見きわめまして、判断をしていくものというように考えて

おります。 

 それから、第三者委員会の結論でございますが、一応の技術面、それから組織運営面、

コンプライアンスを含めました面につきましての中間報告は９月末に出される予定でござ

います。その上で、第三者委員会につきましては、その後の市の対応の状況を検証した上

で最終報告をしたいというように考えておりまして、その10月以降の市の対応状況を十分

確認した上で第三者委員会としての総括がなされるという予定でございます。 

○委員長（村井 弘）  三日月連合委員。 

○広域連合委員（広域環境保全担当）（三日月大造）  安井委員、私当時、この県の中

におりませんでしたので、どういう情報連絡体制が行われていたのかというのは、私はつ

まびらかではないんですが、結果としてこの４月17日、18日に国の会計検査でこの事態が

発覚したにもかかわらず、知事への報告が公表直前になってしまったということについて

は、私はその組織のあり方として大変重大な問題だというふうに思います。 

 したがって、私が今お預かりしているこの県政や広域環境行政の中でこういった事態に

ならぬよう再度私のほうからも注意喚起をしているところでありまして、しっかりと緊張

感を持って取り組んでまいりたいというように思っております。ただ、公表ということに
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なりますと、冒頭、安井委員がおっしゃったように、いたずらな風評というものにつなが

らない、例えば本当なのか、まず真偽のほどはどうなのか、いつからなのか、どれぐらい

なのかということのきちんとした精査をした上で情報公開というのは行われるべきである

ということも、一方でこれは一般論としてありますので、そのあたりのことに時間を要し

たということもあるのかなというふうに考えております。 

 いずれにいたしましても、これは第三者委員会の結論が９月末に出されるということで

ありますので、それを見て今後の県の対応というものについても市と県の中でどのような

役割分担で取り組んでいくのかということについて精査をした上で対応してまいりたいと

いうふうに考えております。 

○委員長（村井 弘）  安井委員。 

○安井俊彦委員  三日月知事さん、非常に明確にお答えいただいて、ありがたいと思っ

ています。私も知事さんがいらっしゃらないときに嘉田知事に代表質問をしたときに嘉田

知事の無念そうな答弁の中で「安井議員、私が聞かされたのは実は６月に入ってからなん

です。」あれは、知事として非常に無念だったと思いますよ。そうすると、これだけ大き

な、いまだに大変なことをしたということに対する自覚が足らない。だからこそ、高島市

に責任をとらそうとしている。高島市に第三者委員会を置いて、県に置かない。しかもコ

ンプライアンス条例という一番大事な問題についてたった一人の弁護士だけであとは技術

者ばかりのメンバーを集めて、技術論で逃げようとしてはだめですよ。これは我々は許さ

ない。確信犯ですよ。だまそうとしてだましているんですから。しかも、風評被害を防ぐ

ために２ヵ月間それを発表しなかったというのは、これはまた非常に大きな問題です。そ

んなに時間をかけてはならないことであります。しかも高島市の調整をしておりますので、

業務停止も改善命令も出しておりませんという、このやり方について、ほかの者が果たし

てそれでよしと言うかどうか。逆の立場になってください。一度答弁を聞かせてください。

どなたでも結構です。 

○委員長（村井 弘）  挙手願います、廣脇局長。 

○広域環境保全局長（廣脇正樹）  まず、公表の件でございます。先ほど委員がおっし

ゃいましたように、公表に大変時間がかかったということについては、私どもも大変本意

ではないというぐあいに考えております。関係者が大変多ございまして、その間で実際に

かかってしまったわけでございますけれども、今後こういうことがないように、ぜひその

辺は改善してまいりたいというぐあいに考えております。 

○委員長（村井 弘）  三日月連合委員。 

○広域連合委員（広域環境保全担当）（三日月大造）  安井委員のおっしゃるとおりで

す。逆の立場になって考えて見ろという、そのお言葉はそのとおりだと思います。しっか

りと私ども、いま一度県庁内といいますか県内のそういう廃棄物処分行政のあり方につい

て再度、私は指示をしたいと思いますし、同時にハード面の対策だけでは不十分なんだぞ

という、そのご指摘もそのとおりだと思いますので、そのあたりのことも今第三者委員会

でソフト面、また組織体制面のことについても議論されているようですが、県としてもこ

こはしっかりと確認をし、今後そういった疑念や事態が生じない、そういう対策をとって

まいりたいと思います。 

○委員長（村井 弘）  安井委員。 
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○安井俊彦委員  余り時間をとってはいけませんので、お聞きしますが、先ほど言った

私の三つの視点です。一つはこれが行政だからこれでいいのかという、民間なら逮捕され

ますよと。そういう意味の中で皆さん方は役人同士が傷をなめ合って、いたわりあって、

責任をとらない、これは世間が許さない。行政が行政を訴えられない、訴えるようなこと

はしないという不文律みたいなことを知っていることを私もわかっていますよ。だから、

知事に対して高島市を訴えろというのは私の非常にわがままというよりか正論なんですけ

れども、それはできないことはわかっていた。 

 しかしながら、それに近い処分をやっぱりするべきです。非常に今回のことについては

見過ごすことはできないような大きなことをしでかしてしまった。技術論で煙突をどうす

るとかいろいろやって、そういう問題ではないんです。しかも県が中心になってやってい

かなくてはいけない立場の皆さん方が、指導するべきものと法律で決められている皆さん

方の立場が高島市に仕事をさせて調整をさせているというのは、これは問題だと。 

 最後に質問します。最後に、嘉田知事が僕は質問しながら、告発しないだろうとは思っ

ておりましたけれども、私の処分をも含めて検討させていただきますという、非常に立派

なご答弁を嘉田知事から頂戴しました。嘉田知事は自分の処分はどうされたんでしょう。 

○委員長（村井 弘）  三日月連合委員。 

○広域連合委員（広域環境保全担当）（三日月大造）  嘉田知事ご自身がどう処分をさ

れたのかということは、済みません、私は承知をいたしておりません。いずれにいたしま

しても今まさに第三者委員会でハード面のみならずソフト面の検証をし、対策を講じよう

としている段階ですので、今後そういったことについても市はどうだったんだ、県はどう

だったんだ、そして他府県に対してどうだったんだということの検証がされた上でそうい

った話題も必要であれば出てくるんだと思います。いずれにしても、これは信頼回復に相

当時間と労力を要する、容易ならざる問題だということで、受けとめて私どももしっかり

と対処してまいりたいと存じます。 

○委員長（村井 弘）  安井委員。 

○安井俊彦委員  ありがとうございました。これで終わります。 

○委員長（村井 弘）  他にご発言等ございますでしょうか。 

 以上で、産業環境常任委員会を閉会いたします。 

       午後３時25分閉会 
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